
兵庫県立西宮高等学校機械警備業務委託仕様書 

 

１ 事業の名称 

 県立西宮高等学校 機械警備業務委託 

 

２ 実施場所 

  西宮市上甲東園２丁目４番３２号 兵庫県立西宮高等学校 

 

３ 契約期間 

  令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで（５年間） 

  なお、翌年度以降において県の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削減があった場合

は、該当契約を解除することができる。 

  機器の設置は事前準備として令和８年３月３１日までに行い、令和８年４月１日から稼働で

きるよう設定すること。 

 

４ 警備目的 

 警備対象物件における火災、盗難等を防止するとともに、違法・不当な行為を排除し、もっ

て同建物の円滑な運営に寄与することを目的とする。 

 

５ 委託内容 

  警報機器類を用いた警備活動及び緊急要員による対応を組み合わせた警備活動 

（１） 火災、盗難、設備警報盤の異常感知に関すること 

（２） 事故発生時における施設の秩序保持、被害の拡大防止等に関すること 

（３） 緊急時における関係機関、関係者への連絡・報告に関すること 

（４） 警備実施事項の報告に関すること 

（５） 警報装置の保守に関すること 

（６） その他警備に付随する事項について、協議のうえ定めた事項 

 

６ 警備方法 

機械警備 

（異常感知装置、自動通報装置及び緊急要員による対応を組み合わせた警備システム受託

者が業務実施の為に設置する機械、機器、その他の器具（以下警報装置と言う）は、受託者



の所有に属する。） 

警備の場所は別紙のとおりとする（ブロックごとの警備とする） 

 

７ 警備実施要領 

①  警備用装置類は、発生した異常事態を受託者の監視センター（以下監視センターと言う）

に自動的に通報する機能を有するものとする。  

②  発生した異常事態が侵入盗難に関わる場合、その事態を阻止するための最適な措置を速

やかに講じることを目的として、主たる異常感知装置は発生事態の詳細について的確かつ

迅速に監視センターに通報する。その手段として、警備用装置類は、発生した異常事態を感

知・記録する機能を有するものとする。 

③  監視センターでは、警報受信機を常時監視し、警備対象物件に異常が発生したことを感知

したときは、その異常の状況を的確かつ迅速に判断し、警備対象物件の安全を維持するため

の最良の措置を実施する。受託者の緊急要員の出動が必要と判断した場合は、これを速やか

に急行させるとともに、必要事項を指示するものとする。 

④  監視センターでは、上記②の警備用機器類の機能に基づき、警備対象物件の異常事態の内

容を的確に捉え、警備目的を達成する。 

⑤  監視センターでは、異常事態の確認の結果必要と認めたときは、あらかじめ届け出を受け

た委託者の責任者へ電話にて緊急連絡するとともに、必要に応じて所轄消防署並びに警察

署に通報すること。 

⑥  受託者の緊急要員は、受託者の警備センターと連携を密にし、監視センターの指示に基づ

き警備対象物件の異常事態に的確に対処し、警備目的を達成する。 

⑦  警備対象物件に到着した受託者の緊急要員は、異常事態確認後、その拡大防止措置をとり、

受託者の監視センターにその状況を報告すること。 

⑧  受託者は、警備対象物件の防火、防犯その他の事故防止上必要な措置を行い、最終退出者

は、警備対象物件の施錠確認を行い、警備システムを「ＯＮ（＝警戒）」の状態にして退出

する。これにより警備対象物件の機械警備を開始する。 

⑨  委託者の最先出勤者は、警備対象物件に入場時、警備システムを「ＯＦＦ(警戒解除)」の

状態にして入場する。これにより警備対象物件の機械警備を終了する。 

 

８ 警備仕様（工事完了時確認検収を行う事項） 

①  使用する回線は、受託した業者の専用回線とし、設置にかかる工事費および回線使用料に

ついては受託者の負担とする。また、万一その回線が切断された場合でも、監視センター



において認知できる機能を有するものとする。 

②  委託者による機械警備システムの操作運用（機械警備のＯＮ(警戒)およびＯＦＦ (警戒解

除)）においては、容易な複製が不可能である専用のカード等（鍵は不可）を利用するもの

とする。 

③  自動通報装置は、停電時においても３０分以上のバックアップ機能を有するものとし、ま

た、バッテリーの容量については適宜チェックできる機能を有するものとする。 

④   主たる異常感知装置においては、異常事態発生感知の認識が可能であり、計画的な不法

行為や犯罪行為を防止するため、正常な監視を妨げる行為がなされた事を感知する機能を

有すること。また、それが正常な機械警備委託業務の妨げとならないよう、 適時監視セン

ターに通報する機能を有するものとする。 

⑤   自動通報装置においては、計画的な不法行為や犯罪行為を防止するため、警報装置が接

続されている電話回線が使用中、または、外部からの通話を受信している状態にあっても、

これらの通話を強制的に遮断し、警報信号を優先して監視センターに送出することができ

る機能を有するものとする。 

⑥   警備用装置は、警戒状態への移行操作を行うための専用カード等を紛失した際、不正使

用防止のためカード等のデータ変更（当該カード等のみ使用不可）ができる機能を有する

こと。また、委託者からのデータ変更要請があった場合は速やかに対応を行うこととする。  

⑦  敷設配線は機能・品質維持のため自社敷設のものを使用することとする。 

 

９ 警備時間 

（１） 防犯 

 １６：５０～８：２０ ただし県立西宮高等学校の休業日は終日 

（２） その他 

終日 

 

１０ 報告 

 受託者は警備対象物件の異常対処の内容について、速やかに委託者に報告書を提出すること。 

 

 １１ 鍵の預託 

    警備上必要な鍵等は、委託者、受託者相互に預託するものとし、授受はそれぞれ受領書に

より、その所在を確認できるようにするとともに、厳重に取り扱い保管するも のとする。 

 



１２ 損害賠償 

 業務遂行中、受託者の責に帰すべき事由により生じた委託者の損害については、受託者は下 

記の金額を限度として、保険により、委託者に対してその損害を賠償するものとする。  

「１事故につき、対人賠償、対物賠償、合せて１０億円とする。」 

 

１３ 機器等設置 

（１） 機器等設置に先立ち設置計画書を作成し、担当者の承認を受けてから設置すること。 

機械警備に係る機器等の設置完了までにおいて警備に空白が生じないよう措置すること。

（２） 機器等の設置、契約終了時の撤去・処分費用は受託者の負担とし、現状回復を行うこと。 

 

１４ その他 

（１） ブロックごとの施錠・解除の履歴が、翌日および月ごとに確認できるシステムがあること。 

（２） 警備システムの通信回線は、事業者によりモバイル機器を設置し、信号を送出すること。 

（３） 現在の水準以上の警備状況を保つこと 

（４） 原則として、月額以外の料金は支払わない。(学校の誤作動等により緊急出動となった場合

でも、罰則金等は支払わないものとする。) 

（５） 本仕様書に定めのないものについては、兵庫県財務規則によるほか、必要に応じて協議の

うえ、これを定める。 

本仕様書に記載する内容については、入札の対象となる調達に係る予算が議決され、その

予算の執行が可能となることにより、効力を生じる。 

 

  



別紙 

 

警備対象範囲 

 

１ 対象部屋 

ブロック 対象部屋 建物・階数 部屋数 

１ 
事務室 

校長室 
Ａ棟 1階 ２ 

２ 
職員室 

中会議室 
Ａ棟 1階 ２ 

３ 理科準備室内薬品庫 Ｃ棟 2階 １ 

４ 

ＯＡ準備室 

第 1コンピュータ室 

第 2コンピュータ室 

Ｄ棟 3階 ３ 

５ 
サーバ室 

進路指導室 
Ａ棟 ２階 ２ 

６ 

音楽科準備室 

音楽棟機械室 
音楽棟 1階 

３ 

合奏室内器具庫 音楽棟 ２階 

 

 

２ 金庫 

  事務室倉庫内金庫 １台 

 

３ キーＢＯＸ ２箇所 （事務室用 職員室用） 

 

４ 電気錠 １箇所   （正面玄関） 


